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政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律第４条第

１項の規定による法人である政党又は一定の政治団体

建物の区分所有等に関する法律第47条第１項の規定による管理組合法人

特定非営利活動促進法第２条第２項に規定する特定非営利活動法人

マンションの建替え等の円滑化に関する法律に基づくマンション建替組合、マ

ンション敷地売却組合及び敷地分割組合

密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律に基づく防災街区整備

事業組合

○　マイナンバー制度について

％以上の場合
％未満の場合

参考　適格請求書等保存方式（インボイス制度）について（令和５年10月１日～）
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　平成28年１月から導入されたマイナンバー制度は、行政を効率化し、国民の利便性を高め、公平・公正な社会
を実現する社会基盤です。
　国税のマイナンバー制度に関する情報や法人番号の最新情報については、国税庁ホームページをご覧ください。


